
平成２３年度放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱 新旧対照表 （案） 

改    正    案 現        行 

 

１ ８ 文 科 生 第 ５ ８ ６ 号  

厚生労働省発雇児第０３３００１９号 

 平 成 １ ９ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

 

第一次改正   １ ９ 文 科 生 第 ６ ３ ２ 号  

厚生労働省発雇児第０３３１００４号 

 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

         第二次改正   ２ ０ 文 科 生 第 ８ １ １ ８ 号  

厚生労働省発雇児第０３３１０２２号 

 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

         第三次改正   ２ １ 文 科 生 第 ７ １ ９ 号  

厚生労働省発雇児０３３１第３９号  

 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日  
 

         第四次改正   ２ ２ 文 科 生 第  ※  号  

厚 生 労 働 省 発 雇 児 ※ 第 ※ 号  

 平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日  

 

 

 

 

都道府県知事 

 各 指定都市市長  殿 

中核市市長 

                           文部科学事務次官 

                          

厚生労働事務次官 

 

１ ８ 文 科 生 第 ５ ８ ６ 号  

厚生労働省発雇児第０３３００１９号 

 平 成 １ ９ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

 

第一次改正   １ ９ 文 科 生 第 ６ ３ ２ 号  

厚生労働省発雇児第０３３１００４号 

 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

         第二次改正   ２ ０ 文 科 生 第 ８ １ １ ８ 号  

厚生労働省発雇児第０３３１０２２号 

 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

         第三次改正   ２ １ 文 科 生 第 ７ １ ９ 号  

厚生労働省発雇児０３３１第３９号  

 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県知事 

 各 指定都市市長  殿 

中核市市長 

                           文部科学事務次官 

                              

厚生労働事務次官 



改    正    案 現        行 

 

放課後子どもプラン推進事業の国庫補助について 

 

 子どもを取り巻く環境の変化、家庭や地域の子育て機能・教育力の低下が指摘される中、

放課後等の子どもたちの安全で健やかな活動場所の確保を図る必要があることから、文部

科学省及び厚生労働省においては、両省連携の下、総合的な放課後対策を推進するため、

別紙のとおり「放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱」を定め、平成１９年４月

１日より実施することとしたので通知する。 

 

 

別 紙 

放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱 

 

（通 則）１～（その他）１７ （略）  

 

 

 

附則 

  この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

  なお、２２年度分以前については、従前の例によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

放課後子どもプラン推進事業の国庫補助について 

 

 子どもを取り巻く環境の変化、家庭や地域の子育て機能・教育力の低下が指摘される中、

放課後等の子どもたちの安全で健やかな活動場所の確保を図る必要があることから、文部

科学省及び厚生労働省においては、両省連携の下、総合的な放課後対策を推進するため、

別紙のとおり「放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱」を定め、平成１９年４月

１日より実施することとしたので通知する。 

 

 

別 紙 

放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱 

 

（通 則）１～（その他）１７ （略）  

 

 

 

附則 

  この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 

  なお、２１年度分以前については、従前の例によるものとする。 
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